
文学部論集 祭事務長手 (2004年 3月)

対馬濯における元禄国絵閣の作成過程

渡遺秀

〔抄

近年、屋絵図の政治的'詫格に着目し、 i謡絵E遣を通して幕府と諸藩の関係をとちえよ

うとする研究が出てきた。墨絵図の政治的性格はその日的から嬰らかであるが、ぞれ

は幕府と との政治的関係のみを映すものではない。元禄対罵雪絵図の作成事業を

見ると、対馬蓬は墨絵図政訂の命を受げて以来、下絵醤の見分に蕊るまで、幕府に向

いを立てることなく、数践に詳細な対馬一刻の領分絵医そ作り上げ、また医絵認とと

もに献上する郷村i阪も石高記載を避けようと企図し、ぞれを実現した。これは、

凶の作成にこめられた幕時の慈閣とは別に、対馬藩も政治的目的を見いだし、それを

いったということである。館絵図作成は幕前が主体であるが、作成作業を担

こに晃いだした意味も検討すべ設課題である。

ド 舞村帳、領分絵盤、対馬

1.はじめに

関絵障研究は、岡総閣の作成過程や記載内容の検討、および地出史的・書誌学的研究が依然

として大き そ占めている川。割絵図研究の進展には限やみはるものがあるが、冨絵図

語査そのものの難しさと、そ る研究蓄積の不足が未だに解務しされていないためで

あろう O また、内容詩には幕府主導の作成スケジュールや幕詩が指訴した絵謡仕様に沿っ

る{頴向が強いことも指欝されている{~

国絵図は設治的性格の強い絵密であり、作成あるい した幕府の政治的意図に沿

ってそれを期解しようとすることは、e'l絵図研究にとって意義のあることであろう (3j。しか

し、実際に支配領域を議議し、給醤の作成に当たる諸善幸は献上国絵図のf今写真のほかに何の政治

的践的もちたなかったのであろうか。 Eヨ絵留の作成途中で;主主経上がった給菌類や務村i阪類、あ

るいは獄上冨絵国・郷村i様類の控はその作成に当たった諸藩にとっても政治的に有意義なもの

であったと考えるのが自然であろう O その政治的意味は、幕府の意霞とは別である O それゆえ、
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対馬務における元禄国絵図の作成過程(渡漫秀一)

給関 議内における作成方針、絵図役人たちの実際の行動な過して明らかにする

v とが必嬰であろう。既存訴究の中にも類似した問題意識にもつ研究が数縦見られる(4)が、

えない。そこで、本稿では長崎県立対馬歴史民的資料館所臓の宗家文庫に残された

しつつ、対馬藩における国絵陸およ

おけるその政治的意義を考える端緒としたい。

し、対

I 宗家文庫所蔵菌絵図関部文書の構成

長i崎議対馬歴史民謡資料館所衰の宗家文庫に

1 )。その中には提出文書の控あるいは写と語、われるもの 7

るど震な溺絵額作或事業は正保度・元接度・天保震の 3J境であるが、

の内訳は正保翠属絵[fgl関係文書 7点 (No.l~ 7)、

保度の国松属関係文書 3J点、 (No.37"'39)である。
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よ
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注}

対馬瀦の務領は対馬一固と肥前悶基騨・郡・

|削機八

: fl嶋権八

百議示:

;;'17立す蔦守家来

京'h馬ミデ家来 綴河

l万石余で構成されていた。そのため、

は対馬関絵図の作成では絵図元であり、肥育認絵閣の作成では肥前田絵慰完投資藩の揺

示を受け出代鎮絵図を作成し、提出するという あった。そうした対馬務の立場安反殺し

て、 は、対馬国・出代議とも る文書 1点誌別、 に関



対馬藩における元禄図絵E遂の作成過程(渡漣秀一)

する (No. 9 ~ 14)、控訴国田代領絵図に嬰する (No.15~36) に大別できる G 思代制関

係文書はさらに 3つに分頬できる G 第一は絵関元佐賀議へ提出した文書の換えあるいは写し

(NQ15~18) であり、第二は絵揺の作成途中であるいは備えとして警かれた文替 (NQ19~26) 、

そして第三は出代繭給岡を担当した対馬務絵図投入の議簡写 (No.27~36) である。

に関する文一洋は、田代鎖絵図関係文書に比べ数録的に少ないが、対馬落における

図作成作業の進行進程を記述した文書が中心である i郷臨絵倍記録J No..10とお0..11、

録 JNo..l3とNo.14がそれであり、これらは国総凶作成の援轄を知ることのできる賛意な史料であ

るO これらは 2開ずつ残っているが、文書の保管場所や細かな字句の違いがあるだけで、内容

的には同じである。また、元禄10(1697)年2月四日「国絵暦之議ニユ付仰出書付写j は元禄10

(697)年中に幕府から出された書付等を記したもの?ある。

元禄11 (1698)年「御閣総倒記録全 j は元禄10(697)年 2月四日から始まり、

(1698)年9丹15日で終わっているo 冒頭はえ禄10(1697)年中におた幕府の指示を欝絡にま

とめたもので、「閣総図之議ニ付仰出書付写 j と内務的に重なっている O 次いで、 7月25日以

韓の具体的な測量作業の様子を記し、最後に出来上がった密絵図の械式や記載内容、旧代龍絵

毘に関"する記事を載せている。また、 (1700)年 2月「御絵図記議(表書札方)は元

禄12(1699)年 7月2日~元禄13(1700)年2丹1013の記録で、江戸において幕詩投入と

しながら清絵闘をE作成する過稼そ記したものである。

こうしてみると、元禄11 (1698)年号月16日~先様12(1699)年7月 113の記鍛が欠けてい

るo この間を構うものは、寛永18(1641)年~享張 9 (1724)年「錦系援御国給路構知行

格式」元議11 (1698)年同月19日付の記事だけである o また、当該史料は前出の史料と

が多いが、光線10(697)年 7月の江戸上旬:設相を載せているぷが注目される。

対応藩が幕府に液絵屈を提出したのは元提13(1700)年 2月24日である。この時、対馬藩は

陸絵閣のほか、嬬村帳(5)・変地譲ち合わせて提出したはずである{針。「対馬国郷村麟(表 l、

No.12) は毒事前に提出した郷村畿の控であろう。また、変地!被には佐賀議へ繰出した記代議の変

地目録の控あるいは写と怒われるもの (No.15、No.J6) があるが、対馬国の変地i援は残っていな

い。ただ、「御国総出記録」光禄11 (1698) 生~9 月 1513条に「御J悶中変地之新ミ 公儀江被鰐

上i民館記之J があり、その最後に「右之通別i巌被楚J::.寵」とあることから、幕府へ接出された

変地綴の舟容を推定で送る。

II 対馬藩における元禄対馬国絵認の作成過軽

(1)幕府中逮と対潟藩の動ぎ

2は)11村博宏、・杉本史子の研究成果(7i~こ基づいて幕府の議大名に対する t7171逮

3は f間給関之儀ニ付部出書付写J に記載された元禄10(1697)年閏 2月~碍年6丹

よる対馬縫への申達をまとめたものである O 表2によると、幕府は態絵閣改訂を
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議事府の元禄国絵図作成過程

元禄10年

関2f!
て万石以上に国絵醤改訂を指示。

4日 i図絵悶改訂受け持ちの割り当てを指〆'1:";0

間 2f!22日に正保度の国絵閲・郷帳拝借願い提出受指示。

各闘に作業の一時停止を指示。

給関元を正式に任命し、調査手順を指示。また、領主別所

そ指示。
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対馬藩における元禄国絵図の作成過程(渡漫秀一)

(1697)年閏 2月4日に絵図元候補の各藩に内示し、 4月24・25日の両日に正式に絵図元を指

名したことになっている。しかし、「国絵図之儀ニ付何出書付写J 4月25日条には絵図元の正

式指名に関する記録はない。元禄10(1697)年 2月29日に到来した廻状で呼び出されたのは、

宗対馬守義方のほか、松平信濃守(佐賀藩主鍋島綱茂)、有馬中務大輔(久留米藩主有馬頼元)、

森美作守(津山藩主森長成)、伊達遠江守(宇和島藩主伊達宗賓)らであり、いずれも絵図元

になった諸大名(7)の江戸留守居たちである。そして、閏 2月4日評定所にて寺社奉行・大目

付らの列座の中、仙石伯脅守から以下のように指示された。

対馬一国之絵図、郷村帳相添、被差出候得。先年国絵図被差出候以後、新田又ハ畠ノ、田ニ

成、山ハ川ニ成候所も有之候者、委細書付被差出候へ。巳前被差出候国絵図為見合借用被

申度候者、借シ可申候。右之儀ニ付、急ニ被窺度儀も有之哉。国絵図借用被申度候ノ汁、

来ル廿二日今朝罷出候刻限ニ罷出、相伺可被申候。役人被申付候者ミ、役人斗為伺可被差

出候。留守居同道ニ不及候。廿二日以後、窺被申儀有之候者ミ、其節何日与又差図司仕候。

廿二日前ノ、窺候儀無用候。(以下、省略)

仙石伯脅守の指示は、国絵図・郷帳の拝借願提出の指示を含めて、極めて具体的である。招

集された大名たちの構成や仙石伯脅守の発言内容からみて、閏 2月4日は絵図元の内示という

より、絵図元に対して国絵図改訂の準備を指示したもののように思われる。この日の指示に従

って、対馬藩が幕府所蔵の正保国絵図・郷村帳を借り出したのは 5月19日のことであるは)。

また、表 3によれば対馬藩が幕府から書付を受け取ったのは 4月25日、 5月14日、 5月19日、

6月4日の 4回であるが、 5月14日の書付は国絵図仕様に関わるものではないため、実質的に

は3回である。しかし、表 2によると、幕府の申達はこの他にも元禄11 (1698)年 2月に 2回、

そして元禄15(1703)年 2月、同年 8月の計4回があった。元禄15(1703)年まで記録した史

料はなく、記録期聞が重なるのは「御国絵図記録」であるが、それにも元禄11(1698)年 2月

の国内吟味一時停止の指示と国内に対する変地照会の案文は記載されていない。変地照会の案

文については不明であるが、元禄11(1698)年 2月の絵図作成作業の一時中止の指示に関して、

対馬藩が作業中止を絵図役人に指示した形跡はなく、測量担当の絵図役人は府中を出発して 3

月末から 4月初めまで測量を続けていた(表 4)。

「御絵図記録」によると元禄12(1699)年 7月2日に井上大和守絵図用人長浜治左衛門から

対馬藩留守居に対して呼び出しがあり、「御国絵図之儀被何出候巳後、其許様占者伝今如何様

共御伺も無御座候。定而段ミ御絵図出来可仕与奉存候。弥其通御座候哉、御様子被承置候様ニ

大和守被申付候。」という問い合わせがあった。これによると、国絵図作製作業を開始した元

禄10(1697)年7月から 2年の問、対馬藩は幕府に一切伺いを立てていなかった。元禄11

(1698)年 2月の作業一時中止の指示もこの間のことである。対馬藩が幕府の指示に応じなか

ったことは、献上国絵図の作成を目的に掲げながらも、対馬藩が幕府の指示に左右されること

なく、独自に絵図作成作業を進めていたことを示唆している。
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( 2 )対議i認の溜議過程と下絵図作成

.揮系園部国絵図御矢口行格式」によれば、対馬国内における作業は

詑掠10(1697)年 7月20臼の絵図役人の指名から始まり、元禄11(1698)年 9月15日に終わっ

ている(茨 4)。測量はよ蘇郡を担当する小田平友衛門組と下車系郡を担当する箕原多七組の 2

組が~たり、先禄10 (1697)年7月28・29日の海辺の試浪1)、 8月6・78の道筋の試滋1)の後、

海道の測盤を平友衛門組は元禄10 (1697) 年 8 月 14 日 ~11月 19百の陪に、多七組は

(1697) 年 8 月 14 汚 ~11月 22 日の関に在った。関J設をま尽当した二頼は S 月 14呂に持中を損鉛し

て時日中にa村へ務j轄し、翌148iこ上霧器・下務審携の綴議u待から分かれていったcγ鶴間絵

図記録」に記録された測量ルートを禽轄fとして示すと、樹 1・i裂2のようになるc

次いで111111.道筋の議選:を、王子左衛門組が元禄11(1698) :'rf 2 月 2 日~3 月 228 iこ、また多

七組は元禄11 (169前年 2 月 10 臼 ~4 月 2 日に行ったが、 1開j盤ノレートは「御国絵図記鋸J には

記載されていないの測量日記などの他の史料が確認されていないため、測量lレートや作業の進

捗状況など詳細は不明であるが、各組とも海辺の剖援でおよそ 3ヶ月強、山111・道筋のalU畿で
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対隠滅における元禄図絵図の作成過桜(波汲秀…)
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O 正直属疲と村名簿驚J!があった村 む 患崎村ー今里村議

i頚1 小田平左衛門組の外怒り ト
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くよ総額〉

茸原"七組

① 問 問 閑 閑 酬 削 府中叫砲射叫轟轟崎→唐倒村-.蝿村・"'!:蝿材機吋曽終期修村境

③開削削 官射・櫛射境問司式鉛謹→尾嘩斜・"'!:盟特有車

@・M 菊川縄問 JI婚約・ 4き皇制境『文絵量量→癖中

ロ 耳守中 A 轟B車蝿
• J煙量特車液中の型軽調整矯 昌曹終・車庫終期監

O 正幾度と終名簿夜更があった村 c 尾崎将・令聾樹君臨

図2 箕原多オコ組の外廻り海辺測量Yレ…ト
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およそ 2ヶ月弱の時間を要し、 2総で延ぺ10ヶ月もの持聞をかけて対馬罰金体の翻議を完了し

たのである Q 文化10(1813)年に対馬そ測最した明能忠敬の場合、測最日数は53巴湾であっ

た(9)。このこ&からも、対蕗藩がつぎ込んだ労力の大きさがうかがえよう G

長員塁間の7JIl1量が必要であったのは、対応藩が作或しようとした下絵図に大きな要因があるo

「劉国総関記錬J 元禄10(697)年8月14臼条の「締罰中外廻り党分次第J fこ「ー下絵際管、

壱町イト→す、一累ヅ三尺六寸之鱗ニして社立、浦浜出崎瀬数文芸相改、委細ニ書載{土候事j、ま

た、「御悶絵国記鎌J 元禄10(1697)年11月21日条には「一 六寸壱翠之分譲i絵図ハ、三尺六

寸一息之下絵踏を以分割ヅ議シ、仕立鰻事j と記されている。これによると、対馬藩では三尺

六寸-1裂の大裂下絵障をまず宛設さ 4れぞれをベ…スに六、f一恩の小裂絵闘を搾成しようとし

たのである。これを現在の縮尺に直せば、六す…黒は21600分のし三尺大寸一援はおよそ

3600分の 1である。この三尺六寸一盟という結尺は授をの閏土基本図に匹敵するものであり、

ここに…年近い測議校数奇獲した饗因の…つがあったといえるであろう。

長期の1litl量に基づき対馬藩が元禄11(698)年9月に完成させた絵閣は、縮尺六すもふ里の新

絵匿 3枚(元禄国総隠い吉絵民主](正保留絵図) 2枚、そして縮尺三尺六寸ー患の大絵劉 1

枚 a縮尺六寸-1I!の小松園 1枚?ある。蔀者は幕府献土患であり、縮尺三三尺六寸-):廷の下絵留

をベースに縮尺を変え、記載地名を簡略化した…種の編集図であった。また、後者は藩吊絵図

であり、「右弐枚者公儀江被驚上候絵隆五委縮ニ所と之名致書付仕立候様ニ被仰lレj という

添え脅さから、藩用大絵図はもとより、小絵留さえも献上国給関より詳績なものであることが

求められていたことがわかる。その藩階大給関(額分絵図)は「三尺六寸里之下絵図J を清

したものであり、先の「下絵図J とは事笑上藩沼大絵陸(領分絵図)の下絵図という意味で

あったと考えてよかろう G

田 元禄対馬冨郷村帳の記載内容

(1)対馬鹿藤村帳の記載形式

元機13(1700)年2月24日に対馬藩が幕府へ提出した対属国絵罷・郷村1際・変地!阪で投目ざ

れるのは;石高無記載という点ぞある。「対馬出郷村帳J (No.12)の内容の…部

うになっている。

対馬酉

上蘇郡

商浮露骨

木坂村

上懸郡村数五拾七ヶ村

河内村

{中略}

湾海村
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曾村

北類村

立室内陸村

下車系郡卒、f数六詮七ヶ村

村数合弐捨回ヶ村

大手尋藻村

{中時)

亙殿村

増減有之、在住前之高不椙極f夜、以 to

禄十三庚申年正月

南瀬村

宗対馬守

この記載形式は、 (1699)年10月四日に幕府絵録長当・勤定役軒野新兵衛から国絵図

品紙の禽付形式とともに指示された欝村帳の記載形式そのものであり、特高無記載の国絵図・

郷村帳の提龍寺ぞ幕府はこの設階で認めていたのである。

( 2 )郷村帳の村高紫記載

「閣総関記諒」によれば、村高記載に関して幕府と対罵藻の折衝が蛤めて行われたのは幕詩

勘定役町野新兵擬の内見そ受けた元禄12(1699)年 9月21日で、対馬藷絵関役人が絵民社立て

の次第を説朝する中で、以下のように取り tげら

鰐絵毘晶紙芥郷蝶ニ物成高御欝載被成f夜、御朱印ニニ務総持有之哉之耐御尋被或候付、御

代々街]朱印ニ対馬関円与被下賞、石高者無御座様。艶続開之内ニ領分有之候。此所斗石

高之番付録産侯白雨上俄得者、欝朱印ニ行路無之候ハ、品紙郷賎之物或高除之、媒i犠ニ者

村数斗欝村被蒸I:il可然様。物成之儀年々増減孝弘之、不相極事ニ{段。止と段大和守様江欝iH、

長浜治左衛門内夜中談室強様ニ地面倒i桟談可被仰聞などの鍔事。

こで注目されるのは、内見を受けた部絵図・郷村蝶に物議高が記載されていたこと、国総

留の品紙および舞村議から物成高を除き、郷村帳には村数だけそ記載し提おずるように町野新

兵衛が提案したことである。町野新兵衛が省高無記載の務s村帳提出をそ謹案したのは郷村較に朱

印高を記載するという元禄購読の作成方針i叫に従った判断であったと恕われる。次いで、井

上大和守の下見が行われた習 9月 4日に、立さ馬藩絵図役人は井上大不II守給関用人長浜治左衛門

に対して石高無記載の舞村帳提出が町野新兵衛の指図である詩を説明し、結談したところ、

浜は近日中に町野新兵衛と相談すると答え、その相談内容が閏 9月16日の記事に脅かれている。

一隠{鰐九月……筆者)十六日長浜治左寵門方£、御用有之俊鶴、今日四ツ時罷品銭様ニ

佐治字右衛門方江手紙来候イす被控出候庭ニ、治左衛門被市露候者、御給関長紙子千郷村脳御

物成之書付除^之綴段、新兵衛様街iお被成候付御内談熔上候題、石高無J之参事爵其元様斗ニ時

松前額二蔑石高無之f侯得共、走者一悶一円二百無之ニ付仔u格ニ蔑難成鮫哉、兎角本務

御絵関所二T好調吟味被成、鶴勘定衆δ火翁]守接江郵伺被成候段然積由綱相談イ土器愛媛。其

通ニ弱まざ然イ隊出ニ被車需諜イホ御自分ニ知持態語候哉之由椙導犠得者、御朱(:[Jニ;石潟無之
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事二候潟村野之内石{すをも締韓被或村名斗郵書載、繍絵図品紙井癖i援i之物成高速被本目除侵

段劉党準存娘、乍然、自分ニ者難斗候、調勘定衆δ御前被成繰段可然之出被時間、罷帰。

これによると、石高無記載の郷村悩提出には一つの障替があったようであるo 町野新兵衛が石

高無記載の郷村帳は対馬国だけで、先例がないと言っているのがそれであるo

ば、元禄限絵阪の村i高無記載は静勢関伊勢神宮領・松喜守護額にもみられる

の雪絵罰接当者は唯一対馬霞だけであると認議していたのである。

よれ

しかし、幕安

また、議無記載の癖村!阪提出という案について、町野新兵衛は長浜泊左衛門の考えを聞き、

長浜は個人的に怒としながらも、勘定衆そ通じて伺いをたてるように答えているo 石商無記載

の郷村帳を認めるか杏かは、勘定衆だけで決定できる問顕ではなかろう。勘定役町野新兵衛が

長話治左謝門に健人的見解を尋ねたむは、暗に井上大手口守の窓思を確認するためであったと定、

われる。最熱的には寺社奉行・井左大戦守の斡断に委ねられ、党禄12(1699)年10月訪日に正

式に石高無記載の欝村綾提出が指示されたのである。

IV 対馬藩内におりる郷村帳の作成方針

(1) I御系図郷関絵臨都知行格式J記載の郷村帳関係記事

罷絵図作成の議経設穏において五高無記載の対馬冨郷村i援が出来上がった経緯は蕗撲のよう

なものであった。しかし、鐸持i援の石高無記載について「鐸系関衛調絵図御知行格式」

む7月四日付および7丹25日付の江戸出状拍にはそれとは還った経緯が記されている。

「御系図御国給関抑知行格式」の悶絵図関係記事は「冗禄拾丁丑七月廿日」から始ま

り、 2通の江戸出状柏の前に絵圏役人に対する出金を記した11月19日条、この江戸出状拙の設

にう言禄十一戊讃」と明記された 8月以降命記事が続いている。これからわかるように、

史料は持需の綴に諮って警かれたものではない。しかし、 7月19EHすの江戸出状記第 S

f留外之領土也ハ郷村斗議出、当六月中井上大和守掠へ差由、大和守様五一調之絵盟都仕立被成

候僻方へ調渡被成、…紙絵図ニ御仕立被成検出」という記載がある当六月」に井上大和守

に提出した「書出J とは、元禄10(1697)年4月に絵図元を通して瀦大名に通達され、 6月

日を期限に井上大和守宛に提出を求めた「盟都村銘之書{す」、すなわtぅ額主，'ijJJの所{守護以外に

られない。したがって、この 2遥の江戸出状揺は元禄10(1697)年 7FJのものである。

そこで、 7耳目白の江戸出状拐のうち発端となった部分そ以下に示しておく G

七月十九日

御朱印御国賊之節、対外|之{義官来点空宇入不申候故、郷村尚辻無之由被仰 t置。

其己前正保三年 公犠へ被去を上韓国絵図井郷村!限ニ者高辻書栢晃{食付、 i比産者如何被或可

作裁之官調書留委承j間後。為心得、貞毛主元年惑辻無之段{耳l土侯霊吉之!巌揺写被差選糧達{長。

持も中談後ifri追i湾答申鱗へく{撲。

これによると対罵罰都村!援そ作成するに当たって、 (1684)年の朱印状を受ける際に
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対馬では吉来より検地が行われず村誌がない旨を上申していたが、正保田絵閣の献上に

を記載した郷村帳を提出しており、 lE保郷帳と同様に村高を記載した榔村帳を提出す明ると

元(1684)年の朱印状と矛!殺することになるので、元禄度の郷村帳はいかにすべきかとの問い

合わせが対馬務開許からあったのである。 7月初日付の江戸出状拐にはその国許からの問い合

わせに対する検討結巣が記載洩れている。

(前略)右御韓被成{険給関帳間写被殻越相違催。右帳面之{義、出参て数吟味候処、郷村高

辻帳ニ而者無之候。倒閣之儀著者古来より然入不申候故、郷村高辻者無之筈ニ候。右帳i討議

者、上ニ翻所替被成{段御物成立高斗之艇二百御~候。御所替之分者上使申し{長僚も大概やj

程致所替穣与之事者被{印遼付、

被開とたる事ニ候得者、

御朱臨御頂戴之蔀も致所替之分者凡f母慈与之議

も被鰐上犠ニ荷鱒座候期、 i比度も右御所事季高之分者警

持可被差出様。韓村高辻と Eドハ蒸器村之高百姓作纏之分譲不残高を揚たる者二記録設、

告下イ戻i援之議者是ニ者大ニ違市儀。右桜之護者百姓作欝之分者絵之f戻ハ上ニ鯨月号替之分斗

言己たる事ニ候題、民1被得英露銭。締罰ニ養鶏村議辻之義弥無之候需、 i詑設能々可被E伊達銭。

これによると、江戸では「謂接被或候綾関!議語本J、すなわち幕持から信りたi接面は郷村1擦

ではないと詰議づけている。なぜなら、 CD対馬は古来より検地がなく、石高はないはずであり、

@E誌を記載した緩面はかつて所替になった領域のもので、しかも立むそのi巌閣に記載されてい

るのは物成のみで、物成と百姓作徳を合わせて m潜祭出す叩郷村i擦には当たらないためである、と

いうのである。これに従えば、石高記載のある正保対照関郷村帳があるはずはなししたがっ

て貞享朱印状と矛盾することもないため、元禄郷村蹴には;日商そ記載しない、ということにな

る。

公式的には、対馬国郷村帳の石商無記載は元被12(1699)年9月21日の内見の席で幕府勘定

役lIlJ野新兵衛の提案を受け、実現したものであった。しかし、 7丹羽目付江戸出状担によると、

対馬務内では 2年 2ヶ月ほど前にそれと詩じ方針が決定されていたのである。

( 2 )郷村鰻の記載形式と内容

対蕗藩が郷村i援を石高無記載にする根拠とした 3点のうち、 〉。対馬では元禄

期以前に擾長 6 (1601)年、寛永13(1636)年、万治 3 (1660)年に検地があった(j九しか

し、ぞれらは私{舟}検壊であり、村亮を朱印状記載の表高で記載するように求めてい

らは検地とみなされないためである{九しかし、その後半で郷村のお高がないと断

いはずj という主張になっている点は、注窓すべきであろう。

また、舎の「上ニ鍔所努之分J とは思萌国基緯ー郡および養父郡の領域を撤している{へ

ここで問題になるは、対馬務が元隷10(1697)年 5月19日に幕府勘定所から宜保対賂悶絵図と

ともに借り出した郷村1憾の中に肥前国内の郷村帳が含まれていたかどうか、という点である。

えれば、ぞれは肥前悶絵関元の佐賀藩の手元にあるはずであろう。さらに、ゅではそ
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の帳面の記載内容は郷村高辻ではなく、物成であるといっているが、この点は甚だ疑わしい。

正保郷村帳に関わって「肥前国之内基捧一郡養父郡半郡 宗対馬守領分」が3冊残されてい

るが、正保2年郷村帳(表 1、No.2) は正保 3 (1646)年のそれ(表 1、No.4・5)と記載形

式が異なっている。また、正保 3 (1646)年 5月の郷村帳 (No.5 )は添え書きから絵図元へ送

られた帳面の控であると考えられる。以下は、正保 3 (1646)年「肥前国之内基鼎ー郡養父郡

半郡 宗対馬守領分J (No. 5 )の冒頭と末尾部分である。

高七千五百五拾六石六斗弐升 基捧ー郡

内

九百四拾五石六斗四升

内七百六拾五石九斗三升

内 田高六百七拾壱石五斗壱升五合

畑高九拾四石四斗壱升五合

宮浦村

者へ山有

宮浦東村芝山有

竹山有

内百七拾九石七斗壱升 金丸村 早損所

内 田高百六拾石三斗四升九合

畑高拾九石三斗六升三合

(中略)

都合高壱万千八百三十七石

田高壱万O百七拾九石五斗O四合

此畝数千O四拾壱町弐反五畝O三歩

内

畠高千六百五拾七石四斗九升六合

此畝数三百拾六町三反九畝O壱歩

右之外ニ小物成

高ニ〆弐百六拾七石五斗 但四匁成

米百O七石ハ

麦百八拾四石ハ

麻苧六拾四貫七百日ハ

銀子四百弐拾六匁ノ、

正保三丙戊年

五月吉日

秋山運上

麦山運上

家別之運上

樹木之運上

宗対馬守内

嶋雄権之助

この史料は肥前国のうち対馬藩領のみを記したものであるため領主名の記載がなく、田畑別
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の耕作増額繍が記載されるなど幕府へ商売上された癖村艇と異なる部分もある。しかし、村高・

村名・田畑高内訳・芝山等の注言懸念は記載されており、典製的な.iE保度の鰐村艇の形式に従っ

ている。また、朗代領元禄郷村i援の踏と思われるものが「京対馬守領把前国之内装輝一部養父

半君言郷村高帳J (表 1，No.17・18)で、

基緯郡之内弐拾啓笹村

一高七百六拾五お九斗参升

{中略)

謁百七拾九;百七斗壱升

(中襲名}

都合高壱万平八百参拾七石

外ニ小物成

米弐百拾八吾七三十六升弐合

麦弐吾参石五斗六升七合

麻苧六拾四賀七吾自

銀子拾五費参百四拾弐匁

と来高部分は以下のようになっている。

宮諾射

技村高親村ニ有秋光村

枝村高頭村ニ有木山口村

金丸村

都合弐郡

親村数合参拾壱村

校村数合田ヶ村

技部了数合七町

秋山運上

変山選上

家宣言運上

諸運上銀

お者正保二年以後之諸運上鋸此謀高年々

増減郷度候

以上

正保輝村艇の基騨郡宮諒村は富浦東村と金丸村とからなり、村潟は945:06 -4 4升である。

ぞれが元禄郷村援になると、宮浦村と金丸村がそれぞれ一村として独立している。宮浦村の石

高は校村の秋光村・木山口村を合わせた765お 9 3升で、保揮村!憾の宮浦東村の石高と

致している。金丸村の石高も正保度と元禄震でまったく変bっていなし ~o この佳、議緯郡・養

父郡の村々では正保期以降に赤}JI村(正保郷村帳)が7c禄期に澗井村に含められ、一部に村名

の変化もみられるが、村高は変化していない。

このように、正保留代綴郷村帳は保鐸村轍そのものであり、元禄肢の帳苦言はその記載内容

を基本的に継承している。対潟蕃では冗禄10(1697)年?月に田代議の較富を作り幕府;こ提出

することを決めているが、ぞれは郷村!阪の提出を意味しているはずである。宗家文療に残る元

禄疫の帳聞はその控あるいは写であり、ぞれと正保度の!厳罰の高が一致する以上、対馬藩が幕

府から借りた正保護の瞬間は、物成安記載したもので、郷村帳ではないという全張は認められ
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ない。さらに、正保擁村i援と貞享朱印状との矛績という開題の発離を考えると、石高記載のあ

るま保対馬思郷村i擦も存在していたと考えられよう結局、村高を記載した正保対馬摺郷

村i擦がありながら、立す馬藩は雪絵習改訂を携に、認保鶏村議を務成i援と呼び、村高無記載の元

禄欝特報提出そ絵罷作成作業の最初の段階で金E遣し、実現したのである。

おわりに

よる元接出絵図の作成は元禄10(1697)生存 2月 7丹、元禄10(1697)年 7月

(1698) 年 9月15日、そして元禄12(1699) 年 7月 2日~元禄13(1700) 年 2月10日

の 3 期に分けられる。仮に乙れを I 期~III期とすると、 I 期は給関元指名に始まる幕府E伊達の

授受期間であり、江戸が舞台であった。 II期は、杉村采女をさ奈踊とする絵図役人たちが対馬陸

し、下総E惑を完成させた時期で、 III期は再び江戸に舞台せを移し、幕府役人との交渉を通

じて献上臨絵欝と麟寵類の仕ーとげにかかった時識である。

本稿の問的に熊らして設自されるのは、 II顛において石蕗無記載お鐸村議提出を元禄10

(697)年?月に欝持で合意してその方針を堅持しつつ、絵鵠作成の作業を進めるにあたって

は幕府に軒&つ鍔いをど立てることなしさらに元禄11(1698)年 2月の国絵臨作成作業の一時

中止の指示に従うこともなく類選作業を進め、詳細な領分絵図を完成させた点である。これは、

対馬藩が国絵醤改訂の機をとらえて、自らの政治的目的を実現したということであろう。

これまで国給関研究は幕府そ主体に考察し、国絵図の政治的性格も幕府と諸大名の政治的関

係として考えられて診たが、国給図の作成はその作業を担う とっても自らの領域支配に

直接的に関わって政治的意味が大きかったと思われる。こうした関からも問絵図やその作成作

業がどのよう

的な作業内容・

そもっていたのかを検討すべきであり、そのためにも一議内におげる具体

らかにすることが今後も必要であると 。

(;主〕

出 国絵留に撰する童基本鈴研究およびは元禄霞絵図に関連する論考は、以下の通りである。ごた田夜

鎮(1980、1981)現存街地憶の康史地理学的研究J (昭和55年度文部苦言科'学研究費補助金(ー

藩研究A)研究成架線傍幾人/11村簿忠 (1錦4) r江戸幕府撰国絵腐の研究」、前々宝寺院。/11村博

忠口約0) r欝絵諮れ前111弘文館。/11村博忠 (2000)元禄鐙絵図における潤境筋の表現聖書領に

3 号)、 P22~36. 斉藤明子(1989) 光禄上野間絵闘の記載内容

について、双文 6 (群潟県立文欝館)、 P1 ~54. 河村克典(1999) 毛利家父煉「光禄周防・長

門両国絵図」の性格、山口地Jj史研究。河村克典(1999)周防長門間関「悶給関」関係史料、

山口県文書館研究紀聖書第26号、 P73~88. 横悶冬彦 (1985) 元禄郷帳と闘絵関…丹波闘を中心

として一、文化学年報(神戸大学)第 4号、 P169~201. 

(2) 前掲(1)斉藤、 P3. 

(3) 冨絵図の政治性という点後強く した研究に、杉本史子(1999)r領域支配の授燃と

山]11出版社、がある。

始阿部俊夫 (2001) と絵図・文書群解題 元禄十五年二月 f議事部絵諮人目
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き弘、福島県康史資料館研究紀残話、 P1 ~42. 神崎彰季fj (1985)伊勢国元禄欝絵図作成につい

て 伊勢国飯山縫文書による¥明治大学別事博物館年報潟、 P1 ~37. また、前掲1)斉藤

もこれに含めることができる。

(5) 一般的には「郷帳J e:呼ばれることが多いが、対潟議では「郷村被j と記載しているため、以

下では「郷村緩 j と記載する。

(6) 前掲 1)川村(l持品}、 P223~232.

(7) 前掲 1)J 11村(l悌心、 P186~194. 

(8) 川村博忠によれば、 s月末から 6月初めにかけて貸し出しがあった{前掲1)JII村行持心、 P

200)0 また、杉本史子はそ寺国で貸出日が…定していないとするが、 5月22日を挙げている{前

掲 3)杉本、 P171)0

(9) 伊能忠敬研究会編 (1998) f)忠敬と伊能魁ふ現代喜怒館、 P103. 

(JO) 前掲(1)綴出 (1985)、P194. 

的部j掲(3)、P243.

ヨ2) 厳原町誌編一条委員会 (1997) r厳原町誌ょ、厳原町、 P608、P630~632、 P6吉3~695.

(J3) 前掲(I)横田(1985)、P194. 

。曜荷揚(12)、P606. 

ω 文書からはIE保対馬関郷村緩には村高記載があったと考えられるが、 IE保郷帳にま泰づく対馬国

られていない。大野議男が繋慢した罷絵鑓・郷娠の悶郡石高をみても、対馬冨は慶

長島まから石高の記載がない(大野務男(1987) 凶絵~・郷i援の附設ß石高、白山史学 第23号、

P 21~23.) 。この点は、検討決議主する点であろう。

{わたなべひでかず 史学科}

2003年10月15日受理
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